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  平成26年９月26日 

                               岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第57号 

   職員の退職手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の退職手当の支給等に関する規則（昭和50年岩手県規則第70号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （受給資格者証の交付）  （受給資格者証の交付等） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

 ２ 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する

者（以下「受給資格者」という。）は、受給資格者証の交付

を受けた後、氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名

変更届（様式第６号の２）に、住所又は居所を変更した場合

にあっては受給資格者住所等変更届（様式第６号の２）に、

氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することがで

きる書類及び受給資格者証を添えて、任命権者に提出しなけ

ればならない。ただし、受給資格者証を提出することができ

ないことについて正当な理由があるときは、これを添えない

ことができる。 

 ３ 任命権者は、前項の規定による受給資格者氏名変更届又は

受給資格者住所等変更届の提出を受けたときは、受給資格者

証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければなら

ない。 

 （公共職業安定所への出頭）  （公共職業安定所への出頭） 

第８条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有

する者（以下「受給資格者」という。）は、退職後速やかに

その住所又は居所を管轄する公共職業安定所（以下「管轄公

共職業安定所」という。）に出頭し、第６条の規定により交

付を受けた受給資格者証を提出して求職の申込みをするとと

もに、その申込みをした事実の証明を受けなければならない

。この場合において、その者が第10条第４項に規定する受給

期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しな

ければならない。 

第８条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管

轄する公共職業安定所（以下「管轄公共職業安定所」という

。）に出頭し、第６条第１項の規定により交付を受けた受給

資格者証を提出して求職の申込みをするとともに、その申込

みをした事実の証明を受けなければならない。この場合にお

いて、その者が第10条第４項に規定する受給期間延長通知書

の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない

。 

 （受給期間延長の申出）  （受給期間延長の申出） 

第10条 条例第10条第１項の規定による申出は、受給期間延長

申請書（様式第８号）に受給資格者証を添えて、知事に提出

することによって行うものとする。ただし、受給資格者証を

提出することができないことについて正当な理由があるとき

は、これを添えないことができる。 

第10条 条例第10条第１項の規定による申出は、受給期間延長

申請書（様式第８号）に受給資格者証を添えて、知事に提出

することによって行うものとする。第６条第２項ただし書の

規定は、この場合について準用する。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 第１項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 ６ 第６条第２項ただし書の規定は、前項の場合について準用



する。 

 （公共職業訓練等を受講する場合における届出） 

第14条 受給資格者は、知事の指示により雇用保険法第15条第

３項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは

、速やかに公共職業訓練等受講届（様式第11号。以下「受講

届」という。）及び公共職業訓練等通所届（様式第12号。以

下「通所届」という。）に受給資格者証を添えて任命権者に

提出するものとする。第10条第１項ただし書の規定は、この

場合について準用する。 

２ ［略］ 

３ 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があっ

たときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格者証を

添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第１項た

だし書の規定は、この場合について準用する。 

４ ［略］ 

 （公共職業訓練等を受講する場合における届出） 

第14条 受給資格者は、知事の指示により雇用保険法第15条第

３項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは

、速やかに公共職業訓練等受講届（様式第11号。以下「受講

届」という。）及び公共職業訓練等通所届（様式第12号。以

下「通所届」という。）に受給資格者証を添えて任命権者に

提出するものとする。第６条第２項ただし書の規定は、この

場合について準用する。 

２ ［略］ 

３ 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があっ

たときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格者証を

添えて任命権者に提出しなければならない。第６条第２項た

だし書の規定は、この場合について準用する。 

４ ［略］ 

 （技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続） 

第15条 受給資格者は、条例第10条第10項第１号に掲げる場合

に該当し、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようと

するとき、又は同条第11項第１号に規定する者に該当し、同

号に規定する金額を退職手当として若しくは同項第２号に規

定する者に該当し、同号に規定する金額を退職手当として支

給を受けようとするときは、請求書に公共職業訓練等受講証

明書（様式第13号）及び受給資格者証を添えて任命権者に提

出しなければならない。第10条第１項ただし書の規定は、こ

の場合について準用する。 

２ ［略］ 

 （技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続） 

第15条 受給資格者は、条例第10条第10項第１号に掲げる場合

に該当し、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようと

するとき、又は同条第11項第１号に規定する者に該当し、同

号に規定する金額を退職手当として若しくは同項第２号に規

定する者に該当し、同号に規定する金額を退職手当として支

給を受けようとするときは、請求書に公共職業訓練等受講証

明書（様式第13号）及び受給資格者証を添えて任命権者に提

出しなければならない。第６条第２項ただし書の規定は、こ

の場合について準用する。 

２ ［略］ 

 （傷病手当に相当する退職手当の支給手続）  （傷病手当に相当する退職手当の支給手続） 

第16条 ［略］ 第16条 ［略］ 

２ 前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書

の提出は、職業に就くことができない理由がやんだ後におけ

る最初の第12条に規定する基本手当に相当する退職手当の支

給の日（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第

45条第１項に規定する方法に準ずる方法により基本手当に相

当する退職手当の支給を受ける受給資格者にあっては、当該

支給の日の直前の失業の認定日）（当該支給の日がないとき

は、条例第10条第１項に規定する期間の最後の日から起算し

て１箇月を経過した日）までにしなければならない。ただし

、天災その他提出をしなかったことについてやむを得ない理

由があるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書

の提出は、職業に就くことができない理由がやんだ後におけ

る最初の第12条に規定する基本手当に相当する退職手当の支

給の日（雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第３号）第

44条第１項に規定する方法に準ずる方法により基本手当に相

当する退職手当の支給を受ける受給資格者にあっては、当該

支給の日の直前の失業の認定日）（当該支給の日がないとき

は、条例第10条第１項に規定する期間の最後の日から起算し

て１箇月を経過した日）までにしなければならない。ただし

、天災その他提出をしなかったことについてやむを得ない理

由があるときは、この限りでない。 

３ 第10条第１項ただし書の規定は第１項の場合について、同

条第３項の規定は前項ただし書の場合について準用する。 

３ 第６条第２項ただし書の規定は第１項の場合について、第

10条第３項の規定は前項ただし書の場合について準用する。 



４ ［略］ ４ ［略］ 

 （就業促進手当に相当する退職手当の支給手続）  （就業促進手当に相当する退職手当の支給手続） 

第17条 受給資格者は、条例第10条第11項第４号に規定する者

に該当し、同号に規定する金額を退職手当として支給を受け

ようとするときは、同号の規定による退職手当のうち雇用保

険法第56条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進

手当（以下「就業手当」という。）に相当する退職手当にあ

っては就業手当に相当する退職手当支給申請書（様式第15号

ア）に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当（以下「再

就職手当」という。）に相当する退職手当にあっては再就職

手当に相当する退職手当支給申請書（様式第15号イ）に、同

項第２号に該当する者に係る就業促進手当（以下「常用就職

支度手当」という。）に相当する退職手当にあっては常用就

職支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式第16号）に

それぞれ受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければな

らない。 

第17条 受給資格者は、条例第10条第11項第４号に規定する者

に該当し、同号に規定する金額を退職手当として支給を受け

ようとするときは、同号の規定による退職手当のうち雇用保

険法第56条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進

手当（以下「就業手当」という。）に相当する退職手当にあ

っては就業手当に相当する退職手当支給申請書（様式第15号

）に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当（同条第３項

第２号の規定により加算する額に相当する部分を除く。以下

「再就職手当」という。）に相当する退職手当にあっては再

就職手当に相当する退職手当支給申請書（様式第15号の２）

に、同条第１項第１号ロに該当する者に係る就職促進手当（

再就職手当に相当する部分を除く。以下「就業促進定着手当

」という。）に相当する退職手当にあっては就業促進定着手

当に相当する退職手当支給申請書（様式第15号の３）に、同

項第２号に該当する者に係る就業促進手当（以下「常用就職

支度手当」という。）に相当する退職手当にあっては常用就

職支度手当に相当する退職手当支給申請書（様式第16号）に

それぞれ受給資格者証を添えて任命権者に提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定による再就職手当に相当する退職手当支給申請

書又は常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書の提

出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して１箇月以

内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかっ

たことについてやむを得ない理由があるときは、この限りで

ない。 

２ 前項の規定による再就職手当に相当する退職手当支給申請

書又は常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書の提

出は安定した職業に就いた日の翌日から起算して１箇月以内

に、就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書の提出

は同一の事業主の雇用保険法第５条第１項に規定する適用事

業に雇用され、その職業に就いた日から起算して６箇月目に

当たる日の翌日から起算して２箇月以内にしなければならな

い。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを

得ない理由があるときは、この限りでない。 

３ 第10条第１項ただし書の規定は第１項の場合について、同

条第３項の規定は前項ただし書の場合について準用する。 

３ 第６条第２項ただし書の規定は第１項の場合について、第

10条第３項の規定は前項ただし書の場合について準用する。 

４ 任命権者は、第１項の規定による就業手当に相当する退職

手当支給申請書、再就職手当に相当する退職手当支給申請書

又は常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書の提出

を受けたときは、受給資格者証に必要な事項を記載し、当該

受給資格者に返付しなければならない。 

４ 任命権者は、第１項の規定による就業手当に相当する退職

手当支給申請書、再就職手当に相当する退職手当支給申請書

、就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書又は常用

就職支度手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けた

ときは、受給資格者証に必要な事項を記載し、当該受給資格

者に返付しなければならない。 

 （移転費に相当する退職手当の支給手続） 

第19条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

 （移転費に相当する退職手当の支給手続） 

第19条 ［略］ 

２・３ ［略］ 



４ 第10条第１項ただし書の規定は第１項の場合について、同

条第３項の規定は第２項ただし書の場合について準用する。 

 

４ 第６条第２項ただし書の規定は第１項の場合について、第

10条第３項の規定は第２項ただし書の場合について準用する

。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

 （広域求職活動費に相当する退職手当の支給手続） 

第20条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 第10条第１項ただし書の規定は第１項の場合について、同

条第３項の規定は第２項ただし書の場合について準用する。 

 （広域求職活動費に相当する退職手当の支給手続） 

第20条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 第６条第２項ただし書の規定は第１項の場合について、第

10条第３項の規定は第２項ただし書の場合について準用する

。 

５ ［略］ ５ ［略］ 

 （準用）  （準用） 

第24条 第８条前段、第11条第２項、第13条第１項、第21条及

び第22条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当

の支給について準用する。この場合において、第８条及び第

11条第２項（第１号を除く。）中「基本手当」とあるのは「

高年齢求職者給付金」と、第８条、第11条第２項、第13条第

１項及び第22条第１項中「受給資格者」とあるのは「高年齢

受給資格者」と、第８条中「第６条」とあるのは「第23条」

と、第８条、第13条第１項、第21条及び第22条中「受給資格

者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、第11条第２項

及び第13条第１項中「第10条第１項」とあるのは「第10条第

５項」と、第11条第２項第１号中「基本手当、高年齢求職者

給付金」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、第21条第１

項中「条例第10条第１項に規定する期間内（在職証の交付を

受けた者にあっては、当該在職証に係る退職の日の翌日から

起算して１年の期間内）に」とあるのは「当該高年齢受給資

格者証又は在職証に係る退職の日の翌日から起算して１年を

経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当

の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。 

第24条 第６条第２項及び第３項、第８条前段、第11条第２項

、第13条第１項、第21条並びに第22条の規定は、高年齢求職

者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この

場合において、第６条第２項及び第11条第２項（第１号を除

く。）中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と

、第６条第２項及び第３項、第８条前段、第11条第２項、第

13条第１項並びに第22条第１項中「受給資格者」とあるのは

「高年齢受給資格者」と、第８条前段中「第６条第１項」と

あるのは「第23条」と、第６条第２項及び第３項、第８条前

段、第13条第１項、第21条並びに第22条中「受給資格者証」

とあるのは「第23条に規定する高年齢受給資格者証」と、第

11条第２項及び第13条第１項中「第10条第１項」とあるのは

「第10条第５項」と、第11条第２項第１号中「基本手当、高

年齢求職者給付金」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、

第21条第１項中「条例第10条第１項に規定する期間内（在職

証の交付を受けた者にあっては、当該在職証に係る退職の日

の翌日から起算して１年の期間内）に」とあるのは「当該高

年齢受給資格者証又は在職証に係る退職の日の翌日から起算

して１年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当す

る退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとす

る。 

２ 第８条前段、第11条第２項、第13条第１項、第21条及び第

22条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給につい

て準用する。この場合において、第８条前段及び第11条第２

項（第１号を除く。）中「基本手当」とあるのは「特例一時

金」と、第８条前段、第11条第２項、第13条第１項及び第22

条第１項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と

、第８条前段中「第６条」とあるのは「第23条の２」と、第

８条前段、第13条第１項、第21条及び第22条中「受給資格者

２ 第６条第２項及び第３項、第８条前段、第11条第２項、第

13条第１項、第21条並びに第22条の規定は、特例一時金に相

当する退職手当の支給について準用する。この場合において

、第６条第２項及び第11条第２項（第１号を除く。）中「基

本手当」とあるのは「特例一時金」と、第６条第２項及び第

３項、第８条前段、第11条第２項、第13条第１項並びに第22

条第１項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と

、第８条前段中「第６条第１項」とあるのは「第23条の２」



証」とあるのは「第23条の２に規定する特例受給資格者証」

と、第11条第２項及び第13条第１項中「第10条第１項」とあ

るのは「第10条第７項」と、第11条第２項第１号中「基本手

当、高年齢求職者給付金」とあるのは「高年齢求職者給付金

」と、第21条第１項中「条例第10条第１項に規定する期間内

（在職証の交付を受けた者にあっては、当該在職証に係る退

職の日の翌日から起算して１年の期間内）に」とあるのは「

当該特例受給資格者証又は在職証に係る退職の日の翌日から

起算して６月を経過する日までに、特例一時金に相当する退

職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。 

と、第６条第２項及び第３項、第８条前段、第13条第１項、

第21条並びに第22条中「受給資格者証」とあるのは「第23条

の２に規定する特例受給資格者証」と、第11条第２項及び第

13条第１項中「第10条第１項」とあるのは「第10条第７項」

と、第11条第２項第１号中「基本手当、高年齢求職者給付金

」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、第21条第１項中「

条例第10条第１項に規定する期間内（在職証の交付を受けた

者にあっては、当該在職証に係る退職の日の翌日から起算し

て１年の期間内）に」とあるのは「当該特例受給資格者証又

は在職証に係る退職の日の翌日から起算して６月を経過する

日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けるこ

となく」と読み替えるものとする。 

 （高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等） 

第25条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条

第５項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条に

おいて準用する第８条の規定による求職の申込みをした日か

ら起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数

に等しい失業の日数を経過した後に支給する。 

２～４ ［略］ 

 （高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等） 

第25条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条

第５項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第

１項において準用する第８条前段の規定による求職の申込み

をした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及

び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。 

２～４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第６号の次に次の１様式を加える。 

様式第６号の２（第６条関係）      

受給資格者
氏 名

住所等
変更届 

受給資格者証番号  

 
変更後 

フリガナ 

１ 氏名  

 変更前  

２ 住所又は

居所 

変更後  

変更前  

３ 生年月日     年  月  日    ４ 変更年月日     年  月  日 

 職員の退職手当の支給等に関する規則第６条第２項の規定により、上記のとおり届けます。 

     年  月  日 

                          （高年齢・特例）受給資格者氏名        ㊞  

 （任命権者）        様 

電話番号           

備 考 

 ※口座名義変更確認欄 

  

 

 取扱者印           



注 意 事 項 

１ 氏名を変更したときは、標題から「住所」の文字を抹消し、２欄には記載しないこと。 

２ 住所又は居所を変更したときは、標題から「氏名」の文字を抹消し、１欄には記載しないこと。 

３ （高年齢・特例）受給資格者氏名は、記名押印又は署名のいずれかによること。 

４ この届書には、変更の事実を証明することができる官公署が発行した住民票等の書類を添えること。 

５ ※印欄には、記載しないこと。 

（Ａ４）   

改正前 改正後 

様式第11号（第14条関係） 様式第11号（第14条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］    ［略］  

 ［略］ ［略］ ３  炭

鉱 労

働 者

等 の

雇 用

の 安

定 等

に 関 

４  障

害 者

の 雇

用 の

促 進

等 に

関 す

る 法 

５  高

年 齢

者 等

の 雇

用 の

安 定

等 に

関 す 

６  沖

縄 振

興 開

発 特

別 措

置 法

第 4 4 

条 第 

  ［略］ ［略］ ３ 障害者

の雇用の

促進等に

関する法

律第13条

の適応訓

練 

４ 高年齢

者等の雇

用の安定

等に関す

る法律第

23条第１

項の計画

に準拠し 

５ 沖縄振

興特別措

置法第81 

条の職業

訓練 

 

   す る

臨 時

措 置

法 第

2 3 条 

第 １

項 第

４ 号

の 講

習 

律 第

５ 条

の 適

応 訓

練 

る 法

律 第

1 5 条 

第 １

項 の

計 画

に 準

拠 し

た 同

項 第

３ 号

に 掲

げ る

訓練 

１ 項

第 ４

号 の

講習 

     た同項第

３号に掲

げる訓練 

  

   ［略］           ［略］  

  ［略］    ［略］  

 職員の退職手当の支給に関する規則第14条第１項の規

定により、上記のとおり届けます。 

 ［略］ 

  職員の退職手当の支給等に関する規則第14条第１項の

規定により、上記のとおり届けます。 

 ［略］ 

 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 



１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 記載上の注意 ３ 記載上の注意 

  イ ［略］   ア ［略］ 

  ロ ［略］   イ ［略］ 

様式第12号（第14条関係） 様式第12号（第14条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］    ［略］  

 職員の退職手当の支給に関する規則第14条第１項の規   職員の退職手当の支給等に関する規則第14条第１項の  

 定により、上記のとおり届けます。 

 ［略］ 

  規定により、上記のとおり届けます。 

 ［略］ 

 

 ［略］ 該 当 イ ［略］ ロ ［略］ (イ) ［略］   ［略］ 該 当 ア ［略］ イ ［略］ (ア) ［略］  

   (ロ) (イ)以 

外の者 

    (イ) (ア)以 

外の者 

 

   ［略］     ［略］  

［略］ 

１～３ ［略］ 

［略］ 

１～３ ［略］ 

４ ⑤欄には、④欄の乗車券等を使用して１箇月間通所す

る場合に要する運賃等の額を記載すること。なお、定期

券によらない場合には、通所25回分の運賃等の額を記載

すること。 

４ ⑤欄には、④欄の乗車券等を使用して１箇月間通所す

る場合に要する運賃等の額を記載すること。なお、定期

券によらない場合には、通所21回分の運賃等の額を記載

すること。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第13号を次のように改める。 

様式第13号（第15条関係） 

表 

公共職業訓練等受講証明書 

受給資格者証番号  未支給区分（１ 未支給、空欄 未支給以外）  

待期満了年月日     年  月  日 

支給期間 初日     年  月  日      末日     年  月  日 

認定日数      受講日数      通所日数      特定職種受講日数      寄宿日数      

内職（労働日数、収入額）           円 就業手当支給日数      早期就業支援金支給日数     

① 受講者氏名  ② 証明対象期間     年  月 

③ 訓練受講職種  

④ 右のカレンダーに該当する印をつけること。 

 (１) 公共職業訓練等が行われなかった日（日・祝日等）  ＝印 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 (２) 公共職業訓練等を受けなかった日のうち ８ ９ 10 11 12 13 14 

  ア 疾病又は負傷による場合              ○印 15 16 17 18 19 20 21 

  イ ア以外でやむを得ない理由がある場合        △印 22 23 24 25 26 27 28 

  ウ やむを得ない理由がない場合            ×印 29 30 31  



⑤ 特記事項  

 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。 

     年  月  日 

                           （公共職業訓練等の施設の長の職氏名）        □印  

⑥ ②の期間中の就職、就労、内職又は手伝いの有無 ア 有  イ 無 

⑦ ②の期間中の内職又は手伝いによる収入の有無 ア 有  イ 無 

⑧ 寄宿の有無 有（                                        ）・無  

 上記のとおり申告します。 

     年  月  日 

                                    受講者氏名        ㊞  

 （任命権者）        様 

※連絡事項  

  

備 考  

  

                  （Ａ４）  

裏 

注 意 事 項 

１ 公共職業訓練等を受けなかった日がある場合は、具体的事情その他必要な事項を⑤欄に記載すること。 

２ 申告は正しくすること。申告しなければならない事項を申告しなかった場合又は偽りの記載をして提出した場合には、

以後、失業者の退職手当を受けることができなくなるほか、不正に受給した金額の返還及び一定の金額の納付を命ぜられ

、また、詐欺罪として処罰されることがあること。 

３ ⑥欄及び⑦欄は、該当する記号を○で囲むこと。なお、⑥欄又は⑦欄のアに該当する者は、その内容を申告すること。 

４ ⑥欄及び⑦欄の「②の期間」は、公共職業訓練等の受講を開始する前及び修了した後の期間を除くものであること。 

５ ⑥欄の「就職」及び「就労」とは、事業主に雇用され、自営業を営み、会社の役員若しくは嘱託となった場合等職業と

して認められるものに就いたこと、日雇労働者として臨時に労働したこと又は原則として１日の労働時間が４時間以上で

ある自営業を開始するための準備、ボランティア活動等をしたこと（４時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる

場合又は自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は、「就職」及び「就労」

となること。）をいう。なお、賃金等の報酬がない場合であっても、「就職」及び「就労」となること。 

６ ⑥欄及び⑦欄の「内職」及び「手伝い」とは、いかなる仕事であってもそれによって収入を得た場合、ボランティア活

動等の他人の仕事の手助けをした場合等あなたが労働した場合で、⑥欄の「就職」及び「就労」とはいえない程度のもの

をいう。なお、収入を得ていない場合であっても、「内職」及び「手伝い」となること。 

７ ⑧欄は、該当するものを○で囲むこと。なお、「有」に該当する者が、別居して寄宿していない日がある場合は、その

日及び理由を括弧内に記載すること。 

８ 受講者氏名（①欄を除く。）は、記名押印又は署名のいずれかによること。 

９ ※印欄には、記載しないこと。 

改正前 改正後 

様式第14号（第16条関係） 様式第14号（第16条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ④ 受給資格者証番号     受給資格者証番号   



  ［略］    ［略］  

 
診
療
担
当
者
の
証
明 

⑤ ［略］    
診
療
担
当
者
の
証
明 

④ ［略］   

 ⑥ ［略］  ［略］   ⑤ ［略］  ［略］  

 ⑦ ［略］  ［略］   ⑥ ［略］  ［略］  

 ⑧ ［略］  ［略］   ⑦ ［略］  ［略］  

 ⑨ ［略］   ⑧ ［略］  

 支
給
申
請
期
間 

⑩ ［略］  ［略］   支
給
申
請
期
間 

⑨ ［略］  ［略］  

⑪ ⑩の給付を受けることができる期間  ［略］   ⑩ ⑨の給付を受けることができる期間  ［略］  

 ⑫ ［略］  ［略］   ⑪ ［略］  ［略］  

      
 

内職若し

くは手伝 

内職又は手

伝いをした 

収入のあった日  月  日 

収入額        円 

 

      

⑫ 

いをした

日又は収

入のあっ 

日 

月 日 

月 日 

何日分の収入か   日分 

収入のあった日  月  日 

収入額        円 

 

      た日、そ

の額等を 

月 日 

 

何日分の収入か   日分 

収入のあった日  月  日 

 

      

 

記入して

ください

。 

 収入額        円 

何日分の収入か   日分 

 

 職員の退職手当の支給に関する規則第16条第１項の規

定により、上記のとおり傷病手当に相当する退職手当の

支給を申請します。 

 ［略］ 

  職員の退職手当の支給等に関する規則第16条第１項の

規定により、上記のとおり傷病手当に相当する退職手当

の支給を申請します。 

 ［略］ 

 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ ⑩欄は、⑧欄の期間のうち、同一の傷病により受ける

ことができる給付について、次の区分に従って該当する

ものの番号（２以上の給付を受けることができる場合に

は、その受けることができるすべての給付の番号）を○

で囲むこと。 

２ ⑨欄は、⑦欄の期間のうち、同一の傷病により受ける

ことができる給付について、次の区分に従って該当する

ものの番号（２以上の給付を受けることができる場合に

は、その受けることができる全ての給付の番号）を○で

囲むこと。 

(１)～(７) ［略］ (１)～(７) ［略］ 

３ ⑪欄には、⑧欄の期間のうち、⑩欄の給付を受けるこ

とができる期間を記載すること。なお、⑩欄で２以上の

番号を○で囲んだ場合は、その給付を受けることができ

る期間を、それぞれその番号の順に記載すること。 

３ ⑩欄には、⑦欄の期間のうち、⑨欄の給付を受けるこ

とができる期間を記載すること。なお、⑨欄で２以上の

番号を○で囲んだ場合は、その給付を受けることができ

る期間を、それぞれその番号の順に記載すること。 

 ４ ⑫欄は、⑦欄の期間中において、内職若しくは手伝い

をした場合又は内職若しくは手伝いによる収入を得た場

合に記載すること。「内職若しくは手伝い」とは、いか

なる仕事であってもそれによって収入を得た場合、ボラ



ンティア活動等の他人の仕事の手助けをした場合等あな

たが労働した場合で、就職及び就労（※）とはいえない

程度のものをいう。なお、収入を得ていない場合であっ

ても、「内職若しくは手伝い」となること。 

  ※ 「就職及び就労」とは、事業主に雇用され、自営

業を営み、会社の役員若しくは嘱託となった場合等

職業として認められるものに就いたこと、日雇労働

者として臨時に労働したこと又は原則として１日の

労働時間が４時間以上である自営業を開始するため

の準備、ボランティア活動等をしたこと（４時間未

満であっても、雇用保険の被保険者となる場合又は

自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介

してもすぐには応じられない場合は、「就職及び就

労」となること。）をいう。なお、賃金等の報酬が

ない場合であっても、「就職及び就労」となること

。 

 ５ 申請者氏名（①欄を除く。）は、記名押印又は署名の

いずれかによること。 

４ ［略］ ６ ［略］ 

様式第15号ア（第17条関係） 様式第15号（第17条関係） 

（表） 表 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］   ［略］  ［略］  

   イ ［略］ ロ ［略］     ア ［略］ イ ［略］  

   ハ ［略］ (イ) ［略］ 

(ロ) ［略］ 

    ウ ［略］ (ア) ［略］ 

(イ) ［略］ 

 

   ニ ［略］     エ ［略］  

   ［略］     ［略］  

   イ ［略］ ロ ［略］ ハ ［略］ ニ ［略］     ア ［略］ イ ［略］ ウ ［略］ エ ［略］  

    ［略］         ［略］     

  ［略］    ［略］  

  

  ［略］ イ ［略］ 

ロ ［略］ 

   ［略］ ア ［略］ 

イ ［略］ 

 

  ［略］ イ ［略］ 

ロ ［略］ 

   ［略］ ア ［略］ 

イ ［略］ 

 

  ［略］ イ ［略］ 

ロ ［略］ 

   ［略］ ア ［略］ 

イ ［略］ 

 

   ［略］     ［略］  



  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

（裏） 裏 

 ［略］  ［略］ 

１ この申請書は、原則として、失業の証明を受けようと

する期間（前回の失業の証明日から今回の失業の証明日

の前日までの期間をいう。証明を受けた期間＝支給対象

期間（就業手当等））中に職業に就いた（就業した）場

合（注）、その失業の証明を受ける日（証明日＝確認日

（就業手当等））に管轄公共職業安定所の長による失業

の証明を受けた後、受給資格者証を添えて、退職当時の

任命権者に提出すること。 

（注） 就業手当の支給対象となる「職業に就いた（就

業した）場合」とは、就職又は就労（※１）に該当

し、かつ、安定した職業に就いたこと（※２）以外

の就業をした場合をいう。 

※１ 「就職又は就労」とは、事業主に雇用された場

合、自営業を営んだ場合、会社の役員又は嘱託にな

った場合等およそ職業として認められるものに就い

た場合又は自営業を開始するための準備若しくはボ

ランティア活動をした場合等であって、原則として

１日の労働時間が４時間以上のもの（４時間未満で

あっても、雇用保険の被保険者となる場合又は自営

業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介して

もすぐには応じられない場合は、「就職又は就労」

となること。）をいう。なお、賃金等の報酬がなく

ても「就職又は就労」したことになること。 

 

※２ ［略］ 

１ この申請書は、原則として、失業の証明を受けようと

する期間（前回の失業の証明日から今回の失業の証明日

の前日までの期間をいう。証明を受けた期間＝支給対象

期間（就業手当等））中に職業に就いた（就業した）場

合（注）、その失業の証明を受ける日（証明日＝確認日

（就業手当等））に管轄公共職業安定所の長による失業

の証明を受けた後、受給資格者証を添えて、退職当時の

任命権者に提出すること。 

（注） 就業手当の支給対象となる「職業に就いた（就

業した）場合」とは、就職又は就労（※１）に該当

し、かつ、安定した職業に就いたこと（※２）以外

の就業をした場合をいう。 

※１ 「就職又は就労」とは、事業主に雇用され、自

営業を営み、会社の役員若しくは嘱託となった場合

等職業として認められるものに就いたこと、日雇労

働者として臨時に労働したこと又は原則として１日

の労働時間が４時間以上である自営業を開始するた

めの準備、ボランティア活動等をしたこと（４時間

未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合又

は自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹

介してもすぐには応じられない場合は、「就職又は

就労」となること。）をいう。なお、賃金等の報酬

がない場合であっても、「就職又は就労」となるこ

と。 

※２ ［略］ 

２ 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場

合には、以後、失業者の退職手当を受けることができな

くなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とさら

にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐

欺罪として処罰されることがあること。 

２ 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場

合には、以後、失業者の退職手当を受けることができな

くなるほか、不正に受給した金額の返還及び一定の金額

の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されること

があること。 

３ （表）２の「就職先の事業所」欄には、（表）３①の

「一の雇用契約の期間が７日以上である場合」（注）に

該当する場合に記載すること。また、記載内容を証明す

る書類（雇用契約書、雇入通知書等）の写しを添付する

こと。 

 （注） 「一の雇用契約の期間が７日以上である場合」

とは、上記１（注）に規定する就業であって、７日

３ ２欄の「就職先の事業所」には、３①欄の「一の雇用

契約の期間が７日以上である場合」（注）に該当する場

合に記載すること。また、記載内容を証明する書類（雇

用契約書、雇入通知書等）の写しを添付すること。 

 

 （注） 「一の雇用契約の期間が７日以上である場合」

とは、上記１（注）に規定する就業であって、７日



以上の期間について雇用契約を締結して就業するす

べての場合をいうこと。 

以上の期間について雇用契約を締結して就業する全

ての場合をいう。 

４ 事業主は、（表）２及び３①欄の記載内容の証明を行

うこと。この場合において、事業主が偽りの証明をした

ときは、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した

金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命

ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがあること

。 

４ 事業主は、２欄及び３①欄の記載内容の証明を行うこ

と。この場合において、事業主が偽りの証明をしたとき

は、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額

の返還及び一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪

として処罰されることがあること。 

５ （表）３②欄には、（表）３①欄に該当する就業以外

のすべての就業について、以下の要領で記載すること。 

イの「就業先の事業所等」欄には、就業先の事業所等

（自宅であれば「自宅」と記載し、自営準備活動を行っ

た場合等就業先の事業所等を特定できないときは記載不

要のこと。）及び電話番号（自宅の場合は、記載不要の

こと。）を記載すること。 

ロの「就業期間」欄には、その就業した日についてイ

の「就業先の事業所等」ごとにすべてを記載すること（

記入例：「５月12日から５月15日まで」を雇用契約期間

として就業した場合は、「５／12～５／15」と、「５月

１日、５月４日、５月10日」の日ごとに就業した場合は

「５／１、５／４、５／10」と記載すること。）。 

ハの「就業日数」の欄にはイの「就業先の事業所等」

ごとに就業した日数の合計を、「合計」欄には支給対象

期間中の就業日数の合計を記載すること。 

ニの「就業の内容」欄には、その就業の具体的内容を

簡潔に記載すること。 

５ ３②欄には、３①欄に該当する就業以外の全ての就業

について、以下の要領で記載すること。 

アの「就業先の事業所等」欄には、就業先の事業所等

（自宅の場合は「自宅」と記載し、自営準備活動を行っ

た場合等就業先の事業所等を特定できないときは記載を

要しないこと。）及び電話番号（自宅の場合は、記載を

要しないこと。）を記載すること。 

イの「就業期間」欄には、その就業した日についてア

の「就業先の事業所等」ごとに全てを記載すること（記

入例：５月12日から５月15日までを雇用契約期間として

就業した場合は「５／12～５／15」と、５月１日、５月

４日及び５月10日の日ごとに就業した場合は「５／１、

５／４、５／10」と記載すること。）。 

ウの「就業日数」欄にはアの「就業先の事業所等」ご

とに就業した日数の合計を、「合計」欄には支給対象期

間中の就業日数の合計を記載すること。 

エの「就業の内容」欄には、その就業の具体的内容を

簡潔に記載すること。 

６ ［略］ ６ ［略］ 

７ （表）４及び５欄は、雇用契約を締結して就業する場

合に該当するものを○で囲むこと。この場合、（表）４

欄の「関連事業主」とは、申請者が就業した事業所が資

本金の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある

もの（出資等の割合が50％を超えるもの）である他の事

業主をいうこと。 

７ ４欄及び５欄は、雇用契約を締結して就業する場合に

該当するものを○で囲むこと。この場合において、４欄

の「関連事業主」とは、申請者が就業した事業所が資本

金の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にあるも

の（出資等の割合が50パーセントを超えるもの）である

他の事業主をいうものとすること。 

８ （表）６欄は、離職理由による給付制限を受けている

場合には、その期間中の最初の１箇月間について該当す

るものを○で囲むこと。この場合において、申請に係る

就業について、職業紹介事業者（厚生労働大臣の許可を

受け、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行

う者をいう。以下同じ。）から紹介を受けて就業したも

のであるときは、当該職業紹介事業者の名称及び電話番

号を記載すること。 

８ ６欄は、離職理由による給付制限を受けている場合に

は、その期間中の最初の１箇月間について該当するもの

を○で囲むこと。この場合において、申請に係る就業に

ついて、職業紹介事業者（厚生労働大臣の許可を受け、

又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行う者を

いう。以下同じ。）から紹介を受けて就業したものであ

るときは、当該職業紹介事業者の名称及び電話番号を記

載すること。 



様式第15号イ（第17条関係） 様式第15号の２（第17条関係） 

（表） 表 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］   ［略］  ［略］  

［略］ ⑧  

 雇 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

 ［略］ ⑧  

 雇 

ア ［略］ 

イ ［略］ 

 

  用

期

間 

     用

期

間 

契約更新条項（ア 有 イ 無） 

１年を超えて雇用する見込み（ア  

有 イ 無） 

 

 ［略］  ［略］ 

        

 ⑩ ③の雇入年月日

又は事業開始年月 

イ 再就職手当、常用就職

支度金又は常用就職支度 

  ⑩ ③の雇入年月日

又は事業開始年月 

ア 再就職手当に相当する

退職手当又は常用就職支 

 

 日前３年間におけ

る就業についての

再就職手当、常用

就職支度金又は常

用就職支度手当に

相当する退職手当

の受給の有無 

手当に相当する退職手当

を受給したことがある。 

  日前３年間におけ

る就業についての

再就職手当に相当

する退職手当又は

常用就職支度手当

に相当する退職手

当の受給の有無 

度手当に相当する退職手

当を受給したことがある

。 

 

ロ 再就職手当に相当する

退職手当、常用就職支度

金に相当する退職手当及

び常用就職支度手当に相

当する退職手当のいずれ

も受給したことがない。 

イ 再就職手当に相当する

退職手当及び常用就職支

度手当に相当する退職手

当を受給したことがない

。 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

（裏） 裏 

 ［略］  ［略］ 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ 雇用された受給資格者にあっては①から⑩までの欄に

、事業を開始した受給資格者にあっては①から③まで及

び⑩の欄に記載すること。 

３ 雇用された受給資格者にあっては①欄から⑩欄までに

、事業を開始した受給資格者にあっては①欄から③欄ま

で及び⑩欄に記載すること。 

４ 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場

合には、以後、失業者の退職手当を受けることができな

くなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とさら

にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐

欺罪として処罰されることがあること。 

４ 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場

合には、以後、失業者の退職手当を受けることができな

くなるほか、不正に受給した金額の返還及び一定の金額

の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されること

があること。 

５ ⑧欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、ロの「

定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体

的に記載すること。 

５ ⑧欄は、該当する番号を○で囲むこと。また、「イ■ 

定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体

的に記載するとともに、契約更新条項の有無及び１年を

超えて雇用する見込みの有無について該当するものの記

号をそれぞれ○で囲むこと。 

６ ［略］ ６ ［略］ 



７ 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した

者と連帯して、不正に受給した金額の返還とさらにそれ

に加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪と

して処罰されることがあること。 

７ 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した

者と連帯して、不正に受給した金額の返還及び一定の金

額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されるこ

とがあること。 

８ ［略］ ８ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第15号イの次に次の１様式を加える。 

様式第15号の３（第17条関係） 

表 

就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書 

 １ 氏名  ２ 受給資格者証番号  

 
３ 住所 

〒 

                                   （電話       ） 

  
４ 就職先の事業所 

名称  

  所在地                            （電話       ） 

  ５ １週間の所定労働時間   時間  分 ６ 求人申込み時等に明示した賃金額（月額）    万  千円 

  ７ 雇用期間中の賃金支払状況 

  
① 賃金支払対象期間 

② ①の基礎 ③ 賃金額 
④ 備考 

事  日数 Ａ Ｂ 計 

業   月  日～  月  日      

主   月  日～  月  日      

の   月  日～  月  日      

証   月  日～  月  日      

明   月  日～  月  日      

    月  日～  月  日      

    月  日～  月  日      

  就職年月日 ～  月  日      

  ８ 上記の記載事実に誤りがないことを証明する。 

      年  月  日 

    事業主氏名        ㊞  

  （法人にあっては、名称及び代表者氏名） 

 ９ 職員の退職手当の支給等に関する規則第17条第１項の規定により、上記のとおり就業促進定着手当に相当する退職

手当の支給を申請します。 

       年  月  日 

                                   申請者氏名        ㊞  

   （任命権者）        様 

 

備 考 

 

 

  

取扱者印           



                                                   （Ａ４）  

裏 

注 意 事 項 

１ この申請書は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算して６箇月に至った日の翌日から起算して２

箇月以内に、退職当時の任命権者に提出すること。なお、当該期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められ

ない限り、受理されないこと。 

２ この申請書には、受給資格者証を添えること。 

３ 申請者にあっては１欄から３欄まで及び９欄、当該申請者を雇用した事業主にあっては４欄から８欄までをそれぞれ記載

すること。ただし、１欄から３欄までは、再就職手当に相当する退職手当の支給申請時から変更がない場合は記載を省略す

ることができること。 

４ 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けることができなくなるほか

、不正に受給した金額の返還及び一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがあること。 

５ 申請書の記載について 

 (１) 申請者の記載事項 

   ９欄の申請者氏名は、記名押印又は署名のいずれかによること。 

 (２) 事業主の記載事項 

   ア ５欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から６箇月に至った時点における１週間の所定労働時間

を記載すること。 

   イ ６欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、申請者に対して明示した賃金額（月額）を記載すること。 

   ウ ７欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から最初に到達する賃金締切日（賃金締切日が１月中に

２回以上ある者については月の末日に最も近い賃金締切日を、日々賃金が支払われる者等定められた賃金締切日のない

者については月の末日をいう。以下同じ。）まで、及び各賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間ごとにそれ

ぞれ記載すること。 

   エ ８欄において、４欄から７欄までの記載事項の証明を行うこと。 

６ 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還及び一定の金額の納付を

命ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがあること。 

改正前 改正後 

様式第16号（第17条関係） 様式第16号（第17条関係） 

（表） 表 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］   ［略］  ［略］  

［略］ ⑧  

雇 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

 ［略］ ⑧  

雇 

ア ［略］ 

イ ［略］ 

 

  用       用 契約更新条項（ア 有 イ 無）  

  期 

間 

      期 

 間 

１年を超えて雇用する見込み（ア  

有 イ 無） 

 

 ［略］  ［略］ 

  

 ⑩ ③の雇入年月日

又は事業開始年月 

イ 再就職手当、常用就職

支度金又は常用就職支度 

  ⑩ ③の雇入年月日

又は事業開始年月 

ア 再就職手当に相当する

退職手当又は常用就職支 

 

 日前３年間におけ 手当に相当する退職手当   日前３年間におけ 度手当に相当する退職手  



る就業についての

再就職手当、常用

就職支度金又は常

用就職支度手当に

相当する退職手当

の受給の有無 

を受給したことがある。 る就業についての

再就職手当に相当

する退職手当又は

常用就職支度手当

に相当する退職手

当の受給の有無 

当を受給したことがある

。 

ロ 再就職手当に相当する

退職手当、常用就職支度

金に相当する退職手当及

び常用就職支度手当に相

当する退職手当のいずれ

も受給したことがない。 

イ 再就職手当に相当する

退職手当及び常用就職支

度手当に相当する退職手

当を受給したことがない

。 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

（裏） 裏 

 ［略］  ［略］ 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

３ ⑧欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「ロ■

定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体

的に記載すること。 

３ ⑧欄は、該当する番号を○で囲むこと。また、「イ■ 

定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体

的に記載するとともに、契約更新条項の有無及び１年を

超えて雇用する見込みの有無について該当するものの記

号をそれぞれ○で囲むこと。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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